
 

 

議  案  第  ２８  号  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和５年３月２日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市建築関係手数料条例（平成１２年条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。  

別表第２の５９の項金額（１件につき）の欄第２号ア（ア）中「イ（１）（ⅰ）」を

「イ（１）」に改め、同号ア（イ）中「イ（２）（ⅰ）」を「イ（２）」に改め、同号

イ（イ）中「イ（２）（ⅱ）」を「イ（２）」に改め、同項を同表６１の項とし、同表

５８の項金額（１件につき）の欄中「５７の項」を「５９の項」に改め、同項を同表６０

の項とし、同表５７の項金額（１件につき）の欄第１号ア（ア）ｂ（ｂ）中「住棟全体

又は住戸及び住棟全体」を「住棟全体」に改め、同号ア（イ）ａ中「床面積の合計につ

いて、次に掲げる面積」を「次に掲げる申請の対象とする範囲」に改め、同号ア（イ）

ａ（ａ）及び（ｂ）を次のように改める。  

（ａ）建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第２号イ（１）

及びロ（１）に掲げる基準による審査を受ける住戸  床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額  

ⅰ  ２００平方メートル未満  ４１，７００円  

ⅱ  ２００平方メートル以上  ４６，６００円  



 

 

（ｂ）建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第２号イ（２）

及びロ（２）に掲げる基準による審査を受ける住戸  床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額  

ⅰ  ２００平方メートル未満  ２１，５００円  

ⅱ  ２００平方メートル以上  ２３，１００円  

別表第２の５７の項金額（１件につき）の欄第１号ア（イ）ｂ（ａ）を次のように改

める。  

（ａ）住戸  次に掲げる住戸の区分に応じ、それぞれ次に定める額  

ｉ  建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第２号イ

（１）及びロ（１）に掲げる基準による審査を受ける住戸  申請に係る

住戸の数について、次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める

額  

（ⅰ）１ 戸 （ 床 面 積 の 合 計 が ２ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 住 戸 に 限

る。）  ４１，７００円  

（ⅱ） １ 戸 （ 床 面 積 の 合 計 が ２ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 住 戸 に 限

る。）  ４６，６００円  

（ⅲ）２戸以上４戸以下  ８３，９００円  

（ⅳ）５戸以上１５戸以下  １３９，８００円  

（ⅴ）１６戸以上４５戸以下  ２３８，２００円  

（ⅵ）４６戸以上  ３４１，７００円  

ⅱ  建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第２号イ

（２）及びロ（２）に掲げる基準による審査を受ける住戸  申請に係る

住戸の数について、次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める

額  

（ⅰ）１ 戸 （ 床 面 積 の 合 計 が ２ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 住 戸 に 限

る。）  ２１，５００円  

（ⅱ）１ 戸 （ 床 面 積 の 合 計 が ２ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 住 戸 に 限

る。）  ２３，１００円  

（ⅲ）２戸以上４戸以下  ４０，２００円  



 

 

（ⅳ）５戸以上１５戸以下  ６９，４００円  

（ⅴ）１６戸以上４５戸以下  １２５，７００円  

（ⅵ）４６戸以上  １９０，４００円  

別表第２の５７の項金額（１件につき）の欄第１号ア（イ）ｂ（ｂ）中「住棟全体又

は住戸及び住棟全体」を「住棟全体」に、「（ａ）」を「（ａ）ⅰ又はⅱ」に改め、同

号ア（イ）ｄ中「ｂ（ａ）」を「ｂ（ａ）ⅰ又はⅱ」に改め、同項を同表５９の項とし、

同表５６の項金額（１件につき）の欄中「５４の項」を「５６の項」に改め、同項を同

表５８の項とし、同表５５の項金額（１件につき）の欄中「５４の項」を「５６の項」

に改め、同項を同表５７の項とし、同表５４の項金額（１件につき）の欄中「建築物エ

ネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１

号）」を「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」に改め、同項を同表５６の

項とし、同表５３の項金額（１件につき）の欄中「５２の項」を「５４の項」に改め、

同項を同表５５の項とし、同表５２の項金額（１件につき）の欄第１号ア（イ）ｂ中

「住棟全体又は住戸及び住棟全体」を「住棟全体」に改め、同号イ（ア）を次のように

改める。  

（ア）１戸建ての住宅  次に掲げる申請の対象とする範囲の区分に応じ、それぞれ

次に定める額  

ａ  建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・

国土交通省令第１号）第１０条第２号イ（１）及びロ（１）に掲げる基準に

よる審査を受ける住戸  ４１，７００円  

ｂ  建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第２号イ（２）及

びロ（２）に掲げる基準による審査を受ける住戸  ２１，５００円  

別表第２の５２の項金額（１件につき）の欄第１号イ（イ）ａを次のように改める。  

ａ  住戸  次に掲げる住戸の区分に応じ、それぞれ次に定める額  

（ａ）建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第２号イ（１）

及びロ（１）に掲げる基準による審査を受ける住戸  申請に係る住戸の数

について、次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額  

ⅰ  １戸  ４１，７００円  

ⅱ  ２戸以上５戸以下  ８３，９００円  



 

 

ⅲ  ６戸以上１０戸以下  １１８，０００円  

ⅳ  １１戸以上２５戸以下  １６６，０００円  

ⅴ  ２６戸以上５０戸以下  ２３８，４００円  

ⅵ  ５１戸以上１００戸以下  ３４２，１００円  

ⅶ  １０１戸以上２００戸以下  ４６４，３００円  

ⅷ  ２０１戸以上３００戸以下  ６０９，８００円  

ⅸ  ３０１戸以上  ７１７，３００円  

（ｂ）建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第２号イ（２）

及びロ（２）に掲げる基準による審査を受ける住戸  申請に係る住戸の数

について、次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額  

ⅰ  １戸  ２１，５００円  

ⅱ  ２戸以上５戸以下  ４０，２００円  

ⅲ  ６戸以上１０戸以下  ５８，１００円  

ⅳ  １１戸以上２５戸以下  ８３，４００円  

ⅴ  ２６戸以上５０戸以下  １２５，９００円  

ⅵ  ５１戸以上１００戸以下  １９０，７００円  

ⅶ  １０１戸以上２００戸以下  ２７２，５００円  

ⅷ  ２０１戸以上３００戸以下  ３５３，３００円  

ⅸ  ３０１戸以上  ４０３，３００円  

別表第２の５２の項金額（１件につき）の欄第１号イ（イ）ｂ中「住棟全体又は住戸

及び住棟全体」を「住棟全体」に、「ａに」を「ａ（ａ）又は（ｂ）に」に改め、同号

イ（ウ）ａ及びｂ（ａ）中「（イ）ａ」を「（イ）ａ（ａ）又は（ｂ）」に改め、同号

イ（ウ）ｂ（ｃ）ⅱ中「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の

建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準（平成２４年経済産業省・国土交通

省・環境省告示第１１９号）Ⅰの第１の１の１―２ただし書及び２の２―１ただし書に

定める方法」を「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第１号イ

（２）及びロ（２）に掲げる基準」に改め、同項を同表５４の項とし、同表中５１の

項を５３の項とし、５０の項を５２の項とし、４９の項を５１の項とし、同表４８の

項金額（１件につき）の欄中「４５の項」を「４７の項」に改め、同項を同表５０の項



 

 

とし、同表４７の項金額（１件につき）の欄中「４５の項」を「４７の項」に改め、同

項を同表４９の項とし、同表４６の項金額（１件につき）の欄中「４５の項」を「４７

の項」に改め、同項を同表４８の項とし、同表中４５の項を４７の項とし、１６の項か

ら４４の項までを２項ずつ繰り下げ、同表１５の項事務の欄中「第５５条第３項各号」

を「第５５条第３項又は第４項各号」に改め、同項を同表１７の項とし、同表中１４の

項を１６の項とし、１３の項を１５の項とし、１２の項を１４の項とし、１１の項を

１２の項とし、同項の次に次のように加える。  

１３  法第５３条

第５項第４

号の規定に

基づく建築

物の建蔽率

に関する特

例の許可の

申請に対す

る審査 

建築物の

建蔽率の

特例許可

申請手数

料  

１８２，０００円  

別表第２の１０の項の次に次のように加える。  

１１  法第５２条

第６項第３

号の規定に

基づく建築

物の容積率

に関する特

例の認定の

申請に対す

る審査 

建築物の

容積率の

特例認定

申請手数

料  

３１，０００円  

附  則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 

提案理由  

建築基準法等の一部改正に伴い、建築物の容積率の特例の認定等に係る手数料を徴収

するため、及び建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に係る手数料を改定するた

め、並びに所要の条文整備を行うため、本案を提出する。  


